
2022年５月27日（金曜日）
午前10時（受付開始午前９時）

日 時

東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
神谷町トラストタワー２階
トラストシティ カンファレンス・神谷町

場 所

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される状況が続
いておりますので、株主総会当日のご来場を極力お控えいた
だき、書面又はインターネット等により議決権をご行使くだ
さいますようお願い申し上げます。
また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講ず
る場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申し上げ
ます。

定時株主総会
招集ご通知第8回
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証券コード6183
2022年５月11日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 １ 番 １ 号
株式会社ベルシステム24ホールディングス
代 表 取 締 役 野 田 俊 介

第８回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第８回定時株主総会を下記要領により開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
なお、当日のご出席に代えまして、書面（議決権行使書）又は電磁的方法（イン

ターネット等）により議決権を行使いただくことができますので、お手数ながら後
記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年５月26日（木曜日）午後６時まで
に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時 2022年５月27日(金曜日) 午前10時 (受付開始 午前９時)
場 所 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 神谷町トラストタワー２階

ト ラ ス ト シ テ ィ カ ン フ ァ レ ン ス ・ 神 谷 町
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
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目 的 事 項 報告事項 1.第８期 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日)
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監
査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第８期 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日)
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件

ウェブサイトでの
開示に関するお知
らせ

次に掲げる事項については、法令及び当社定款の規定に基づき、
以下の当社ウェブサイトに掲載しております。
①事業報告の「新株予約権等の状況」
②事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制
の運用状況」
③事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」
④連結計算書類の「連結注記表」
⑤計算書類の「個別注記表」
上記事項は、会計監査人並びに監査役及び監査役会が監査報告を
作成する際に行った監査の対象に含まれております。

株主様へのお知ら
せ方法

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正
が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトにおける掲載によりお
知らせいたします。

当社ウェブサイト https://www.bell24.co.jp/ja/
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議決権の行使に関
する事項

１．インターネット等による議決権行使が複数回行われた場合
は、最後のものを有効な議決権行使といたします。

２．議決権行使書とインターネット等による議決権行使が重複
してなされた場合は、インターネット等によるものを有効
な議決権行使といたします。

３．ご送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がな
い場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いい
たします。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

◎本株主総会にご出席される株主様へのおみやげは用意しておりませんので、あらかじめご
了承いただきますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

2022年５月27日（金曜日）午前10時（受付開始午前９時）開催日時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上
げます。

行使期限

インターネット等による議決権行使

2022年５月26日（木曜日）午後６時まで
パーソナルコンピュータや携帯端末から当社株主名簿管理人が運営する議決権行使
ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書
用紙に記載のログインID及び仮パスワードをご入力のうえ、画面の案内に従って、
上記行使期限までに賛否をご入力ください。
なお、セキュリティ確保のため、システム上の制約があります。詳細につきましては、
次頁に記載のお問合せ先にご照会ください。

スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、１回に限り「ログインID」「仮パスワード」の
入力が不要になりました。 詳細は次頁をご覧ください。

行使期限

郵送による議決権行使

2022年５月26日（木曜日）午後６時到着分まで
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記行使期限までに当社株主
名簿管理人に到着するようご返送ください。

機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」の利用について
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合には、同社が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」を
ご利用いただくことができます。

▼

株主総会への出席による議決権行使▼
▼
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ふ

インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスする1.

2. お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載さ
れた「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

3. 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認
用）」の両方に入力

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

「送信」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログイン用ＱＲコード」は
こちら

スマートフォンでの議決権行使は、
１回に限り「ログインID」「仮パスワード」の
入力が不要になりました。

議決権行使書用紙の副票（右側）

※上記方法での議決権行使は１回に限ります。
２回目以降のログインの際は、左記のご案内に
従ってログインしてください。

注意事項
● インターネット等による議決権行使が複数回なされた場合は、
最後のものを有効な議決権行使といたします。

● 郵送による議決権行使とインターネット等による議決権行使
が重複してなされた場合は、インターネット等によるものを
有効な議決権行使といたします。

● 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへ
の接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様の
ご負担となります。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

インターネット等による議決権行使についてのお問合せ先

0120-173-027 通話料無料
受付時間 午前9時～午後9時

ＱＲコード読み取り機能を搭載したスマートフォンをご
利用の場合は、右記ＱＲコードを利用してアクセスする
ことも可能です。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績、財務状況及び今後の経営環境等
を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金30円
配当総額 金2,211,464,880円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年５月30日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（１）場所の定めのない株主総会の導入（変更案第13条）

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）及び「産
業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」（令和３年法務省・
経済産業省令第１号）が2021年６月16日に施行されたことに伴い、経済産業省令・法
務省令で定める要件（以下、「省令要件」）に該当することについて、経済産業大臣及び
法務大臣の確認を得た上場会社において、「場所の定めのない株主総会」（物理的な会場
を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会）の開
催が可能になりました。
当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル
化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利
益に資すると考え、現行定款第13条の変更を行うものであります。
なお、本定款一部変更にあたり、当社は省令要件に該当することについて経済産業大
臣及び法務大臣の確認を得ております。

（２）株主総会参考書類等の電子提供措置の導入（変更案第15条）
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度
導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとる旨を定めるものであります。

② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の
範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）
は不要となるため 、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案

(招集)
第13条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３ヶ月

以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある
場合に招集する。

（新設）

(招集権者および議長)
第14条 （条文省略）

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

（新設）

（新設）

(招集)
第13条 (現行どおり)

２ 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主
総会とすることができる。

(招集権者および議長)
第14条 (現行どおり)

（削除）

(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

附則
１．変更前定款款第15条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の削除および変
更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、
会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第
70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定の施行の日である2022年９月１日（以下「施
行日」という。）から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６ヶ月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第15条はなお効力を有する。

３．本附則は、施行日から６ヶ月を経過した日または
前項の株主総会の日から３ヶ月を経過した日のい
ずれか遅い日をもって自動的に削除されることと
する。
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第３号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、

2021年12月31日付で取締役を辞任した金澤明彦氏の後任としての１名を加えた取締役９名
（うち社外取締役５名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏 名 現在の地位 取締役会出席回数

1 再 任
の だ しゅん すけ

野 田 俊 介 代表取締役
兼 社長執行役員ＣＥＯ 16/16

2 再 任
はや た のり ゆき

早 田 憲 之 取締役
兼 副社長執行役員 16/16

3 再 任
つじ とよ ひさ

辻 豊 久 取締役
兼 常務執行役員 16/16

4 新 任
ご たけ ひこ

呉 岳 彦 ─ －/－

5 再 任 社 外
ほり うち まさ と

堀 内 真 人 社外取締役 16/16

6 再 任 社 外
やま ぐち たく や

山 口 拓 哉 社外取締役 16/16

7 再 任
社 外

独立役員

いし ざか のぶ や

石 坂 信 也 社外取締役 13/16

8 再 任
社 外

独立役員

つる まき あき

鶴 巻 暁 社外取締役 16/16

9 再 任
社 外

独立役員

たか はし ま き こ

高 橋 真 木 子 社外取締役 16/16
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候補者番号

１
の だ しゅん すけ

野 田 俊 介 再 任
生年月日

1962年５月７日生

所有する当社の株式数

3,000株
取締役在任期間
２年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 伊藤忠商事㈱ 入社
2000年11月 同社 情報産業部門 ネットベンチャー開発室長
2006年４月 同社 ビジネスソリューション部長
2008年６月 エキサイト㈱ 代表取締役社長
2012年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
2015年４月 同社 情報・通信部門長
2015年９月 当社 取締役
2017年４月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 業務部長
2018年４月 同社 執行役員 ＣＳＯ 兼 ＣＰ ・ ＣＩＴＩＣ 戦略室長
2019年４月 同社 常務執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ
2020年５月 当社 代表取締役兼社長執行役員 ＣＥＯ（現任）
2020年５月 ㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
総合商社における主に情報通信ビジネス分野での幅広い事業経験とともに、同社の常務執行役員ＣＤＯ（Chief
Digital Officer）・ＣＩＯ（Chief Information Officer）として、特に次世代ビジネスの事業戦略の立案といっ
た経営の意思決定に関与する等の豊富な経験と知見を有しております。また、2017年３月まで当社の社外取締
役を務めており、現在は、代表取締役兼社長執行役員ＣＥＯとして当社の経営を指揮しており、これまでの経験
と知見を引き続き当社の経営に活かすことができるものと判断したためであります。
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候補者番号

２
はや た のり ゆき

早 田 憲 之 再 任
生年月日

1959年１月27日生

所有する当社の株式数

13,400株
取締役在任期間
６年８ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年４月 伊藤忠商事㈱ 入社
2004年３月 イエローハット（上海）コンサルティング有限公司 出向 董事兼総

経理
2009年４月 伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
2013年４月 同社 執行役員秘書部長
2015年４月 旧ベルシステム24ホールディングス 取締役兼常務執行役員
2015年４月 ㈱ベル・メディカルソリューションズ（現 ㈱ベルシステム24）取

締役
2015年５月 同社 代表取締役社長
2015年９月 当社 取締役兼常務執行役員
2017年３月 当社 取締役兼専務執行役員
2017年５月 ㈱ベルシステム24 専務執行役員
2021年５月 当社 取締役兼副社長執行役員（現任）
2021年５月 ㈱ベルシステム24 副社長執行役員（現任）
（担 当）
人材開発部及び法務・コンプライアンス部

取締役候補者とした理由
総合商社における主に機械分野でのグローバルな事業経験とともに、同社の機械経営企画部長や執行役員として
戦略立案や経営管理の面から経営の意思決定に関与する等の豊富な経験と知見を有しております。また、当社入
社後は、経営企画、事業戦略、広報ＩＲ、子会社事業統括の管掌を経て、現在は、取締役兼副社長執行役員とし
て人材開発及び法務・コンプライアンスを管掌することによって、当社の経営戦略実行に貢献しており、これま
での経験と知見を引き続き当社の経営に活かすことができるものと判断したためであります。
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候補者番号

３
つじ とよ ひさ

辻 豊 久 再 任
生年月日

1964年４月11日生

所有する当社の株式数

1,600株
取締役在任期間
２年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月 伊藤忠商事㈱ 入社
2005年11月 アルキカタ・ドット・コム㈱ 出向（現 エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱）

代表取締役
2006年１月 ㈱地球の歩き方Ｔ＆Ｅ 出向（現 エキサイト Ｔ＆Ｅ㈱）

代表取締役副社長
2009年４月 伊藤忠エレクトロニクス㈱ 出向（現 伊藤忠インタラクティブ㈱）

代表取締役社長
2014年10月 旧ベルシステム24ホールディングス 執行役
2014年10月 ㈱ベルシステム24 執行役員
2015年３月 旧ベルシステム24ホールディングス 執行役員
2015年９月 当社 執行役員
2019年12月 True Touch Co., Ltd. 非常勤取締役
2020年５月 当社 取締役兼執行役員
2021年３月 当社 取締役兼常務執行役員（現任）
2021年３月 ㈱ベルシステム24 専務執行役員（現任）
（担 当）
経営企画・事業戦略、広報ＩＲ室、ソリューション推進部及び子会社事業統括

取締役候補者とした理由
総合商社における主に情報通信分野での事業経験とともに、同分野での他の企業の代表取締役として、経営の意
思決定に関与する等の豊富な経験と知見を有しております。また、当社入社後は、経営企画、及び広報ＩＲの担
当経験を経て、現在は経営企画・事業戦略、広報ＩＲ、ソリューション推進部及び子会社事業統括を管掌するこ
とによって、当社の経営戦略実行に貢献しており、これまでの経験と知見を引き続き当社の経営に活かすことが
できるものと判断したためであります。
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候補者番号

４
ご たけ ひこ

呉 岳 彦 新 任
生年月日

1971年４月１日生

所有する当社の株式数

1,700株
取締役在任期間

－年－ヶ月
取締役会出席回数
－／－回（―％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年４ 月 大阪中央青果㈱ 入社
1997年４ 月 旧ベルシステム24 入社
2005年３ 月 BBコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 出向
2008年３ 月 同社 執行役員
2009年３ 月 同社 取締役
2010年３ 月 同社 常務取締役
2012年３ 月 旧ベルシステム24 執行役
2012年３ 月 BBコール㈱（現 ㈱ベルシステム24） 代表取締役社長
2014年３ 月 ㈱ベルシステム24 常務執行役員ＣＯＯ
2016年５ 月 同社 専務執行役員（現任）
2017年７ 月 ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 非常勤取締役
2020年５ 月 ㈱ＴＢネクストコミュニケーションズ 非常勤取締役（現任）

取締役候補者とした理由
事業会社における情報通信分野を中心としたＣＲＭ領域での事業経験とともに、拠点開発、人材調達、教育施策
を含む業務統括経験を有しており、幅広い分野で当社グループの事業戦略実行に貢献しております。また、事業
会社の代表取締役として、経営の意思決定に関与する等の豊富な経験や知見を有しており、これまでの経験と知
見を当社の経営に活かすことができるものと判断したためであります。
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候補者番号

５
ほり うち まさ と

堀 内 真 人 再 任 社 外
生年月日

1967年５月27日生

所有する当社の株式数

－株
取締役在任期間
２年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年４月 伊藤忠商事㈱ 入社
2002年７月 ㈱ネットベイン 出向 執行役員
2003年11月 シーティーシー・テクノロジー㈱ 出向
2004年４月 伊藤忠テクノサイエンス㈱（現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱）

出向 テレコム第２本部長代行
2007年６月 キャプラン㈱ 出向 執行役員
2009年６月 エキサイト㈱ 出向 取締役執行役員
2012年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 企画統轄課長
2016年４月 エイツーヘルスケア㈱ 社外取締役
2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報産業ビジネス部長
2018年８月 Inagora㈱ 社外取締役（現任）
2019年11月 IW.DX パートナーズ㈱ 代表取締役
2019年12月 ㈱フリークアウト・ホールディングス 社外取締役
2019年12月 ウイングアーク１st㈱ 社外取締役（現任）
2020年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行（現任）
2020年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 社外取締役
2020年５月 当社 取締役（現任）
2020年12月 伊藤忠インタラクティブ㈱ 代表取締役社長
2021年２月 北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長（現任）
2021年４月 伊藤忠インタラクティブ㈱ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
総合商社における情報通信分野での事業経験とともに、事業会社における役員としての豊富な経験や知見を有し
ていることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためでありま
す。
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候補者番号

６
やま ぐち たく や

山 口 拓 哉 再 任 社 外
生年月日

1961年４月８日生

所有する当社の株式数

－株
取締役在任期間
４年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年４月 凸版印刷㈱ 入社
2005年４月 同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長
2007年４月 同社 経営企画本部企画戦略部 部長
2011年１月 同社 情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本部長
2015年４月 上海凸版広告有限公司 董事
2015年４月 上海凸版国際貿易有限公司 董事
2016年７月 上海凸版広告有限公司 董事長
2016年７月 上海凸版国際貿易有限公司 董事長
2017年４月 凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケーション事業本部 事業戦略本

部長（現任）
2018年１月 凸版印刷（香港）有限公司 取締役（現任）
2018年５月 ㈱創日社 取締役
2018年５月 当社 取締役（現任）
2018年５月 深圳凸版信息科技有限公司 董事（現任）
2021年４月 ㈱創日社 代表取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
印刷会社における情報コミュニケーション/ＢＰＯ(Business Process Outsourcing)分野での豊富な経験や知見
を有していることから、引き続き客観的な視点から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためで
あります。
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候補者番号

７
いし ざか のぶ や

石 坂 信 也 再 任
社 外

独立役員

生年月日
1966年12月10日生

所有する当社の株式数

－株
取締役在任期間
６年８ヶ月

取締役会出席回数
13／16回（81％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年４月 三菱商事㈱ 入社
2000年５月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立

同社 代表取締役社長（現任）
2012年６月 ㈱インサイト 代表取締役社長
2013年８月 ㈱ベンチャーリパブリック 取締役
2014年９月 ㈱ＧＤＯゴルフテック 代表取締役社長
2015年４月 ㈱インサイト 取締役
2015年５月 旧ベルシステム24ホールディングス 取締役
2015年９月 当社 取締役（現任）
2016年４月 GolfTEC Enterprises，LLC（米国）取締役
2016年11月 キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長
2017年４月 GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
2017年11月 (一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
2018年７月 GolfTEC Enterprises，LLC（米国）取締役会長（現任）
2021年３月 ㈱ＧＤＯゴルフテック 取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び総合商社での幅広い経験に加
え、上場企業の代表取締役の他、国内外の豊富な経営経験や知見を有していることから、引き続き客観的な視点
から当社の経営に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。
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候補者番号

８
つる まき あき

鶴 巻 暁 再 任
社 外

独立役員

生年月日
1968年11月17日生

所有する当社の株式数

－株
取締役在任期間
６年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1993年４月 東京都庁 入庁
1994年10月 司法試験 合格
1995年４月 司法研修所 入所
1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
2002年９月 上條・鶴巻法律事務所 共同代表（現任）
2012年６月 市光工業㈱ 社外監査役（現任）
2016年５月 当社 取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び弁護士としての経験・見識を活
かし、取締役会のガバナンスの発揮に貢献していることから、引き続き客観的な視点から当社のコンプライアン
ス経営の推進に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。
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候補者番号

９
たか はし ま き こ

高 橋 真木子 再 任
社 外

独立役員

生年月日
1967年５月12日生

所有する当社の株式数

－株
取締役在任期間
５年０ヶ月

取締役会出席回数
16／16回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1993年４月 ㈶神奈川科学技術アカデミー入団
2004年１月 東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助

教授
2006年９月 東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
2010年４月 (独)理化学研究所（現 国立研究開発法人理化学研究所）研究戦略会

議研究政策企画員
2010年９月 東北大学 工学研究科博士（工学）
2014年７月 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授（現 同大学大

学院 イノベーションマネジメント研究科）（現任）
2017年５月 当社 取締役（現任）
2021年３月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
独立役員として、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることへの期待、及び産学連携での知識創造、研究開
発プロジェクト、技術移転、知的財産の戦略マネジメント等に関する高い専門知識とともに、民間企業や行政機
関等との豊富な共同研究に関する経験を有していることから、引き続き客観的な視点から当社のプロセス管理、
経営人材育成及び新技術への取り組み等に有益な助言が期待できるものと判断したためであります。

2022年04月20日 13時24分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 19 ―

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。
３．鶴巻暁及び高橋真木子の両氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記「社外取締役候補

者とした理由及び期待される役割の概要」により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるも
のと判断しております。

４．当社は、現在、堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏との間で、会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
各氏の選任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

５．当社は、現在、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しており、各取締役候補者の選任が承認された場合には、新任又は再任後は被保険者となる予
定であります。当該契約の内容の概要は、事業報告43頁（③役員等賠償責任保険契約の内容の概要）
に記載のとおりであります。

６．堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、現在、当社の社外取締役であり、
その在任期間は、本総会終結の時をもって、堀内真人氏が２年、山口拓哉氏が４年、石坂信也氏が
６年８ヶ月、鶴巻暁氏が６年、高橋真木子氏が５年となります。

７．石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準（23頁をご参
照ください。）の全ての要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届
け出ております。

８．呉岳彦氏は、2022年５月に㈱ＴＢネクストコミュニケーションズの非常勤取締役を退任予定であり
ます。
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第４号議案 監査役１名選任の件
監査役の堀内文隆氏は、本総会終結の時をもって辞任しますので、その補欠として監査役１

名の選任をお願いするものであります。
選任されます監査役は退任する監査役の補欠として選任されることになるため、その任期は

当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
やま うら しゅう いち ろう

山 浦 周一郎 新 任 社 外
生年月日

1968年７月30日生

所有する当社の株式数

－株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1992年４月 伊藤忠商事㈱ 入社
2012年５月 同社 経理部 連結決算管理室長
2017年５月 同社 機械カンパニーＣＦＯ補佐
2018年５月 センチュリーメディカル㈱ 監査役
2019年４月 伊藤忠商事㈱ 機械カンパニーＣＦＯ
2019年６月 サンコール㈱ 監査役
2019年６月 ㈱ヤナセ 監査役
2022年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ（現任）
2022年４月 ポケットカード㈱ 監査役（現任）

社外監査役候補者とした理由
長年にわたり総合商社において経理部門の職務に携わっており、また他の企業において監査役に就いていたこと
から、その経験と見識を当社の監査活動に活かすことが期待できるものと判断したためであります。
（注）１．山浦周一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．山浦周一郎氏は、社外監査役候補者であります。
３．山浦周一郎氏の選任が承認された場合には、当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額とする予定であります。

４．山浦周一郎氏の選任が承認された場合には、当社が締結している会社法第430条の３第１項に規定
する役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該契約の内容の概要は、
事業報告43頁（③役員等賠償責任保険契約の内容の概要）に記載のとおりであります。
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第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任

をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
まつ だ みち はる

松 田 道 春 社 外

独立役員

生年月日
1961年２月14日生

所有する当社の株式数

－株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
1983年４月 中小企業金融公庫（現 ㈱日本政策金融公庫）入庫
2010年10月 有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所長
2017年９月 松田公認会計士事務所 開設（現任）
2017年11月 マニー㈱ 取締役（現任）
2018年11月 ㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
2019年６月 ㈱オープンドア 監査役（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
公認会計士として税務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれらの分野の監査の適正性
が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の社外監査役や社外取締役の経験を有していることから、そ
の知見と経験を当社の監査活動に活かすことが期待できるものと判断したためであります。

（注）１．松田道春氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．松田道春氏は、社外監査役渡邉和紀氏及び本総会において第４号議案が原案どおり承認可決された
場合に社外監査役に選任される山浦周一郎氏の補欠として選任するものであります。

３．法令に定める監査役の員数を欠き、松田道春氏が社外監査役に就任した場合には、当社は松田道春
氏との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令
に定める額とする予定であります。

４．法令に定める監査役の員数を欠き、松田道春氏が社外監査役に就任した場合には、当社が締結して
いる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定でありま
す。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告43頁（③役員等賠償責任保険契約の内容の概要）に
記載のとおりであります。

５．松田道春氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準（23頁をご参照ください。）の全ての要件を
満たしており、法令に定める監査役の員数を欠き、同氏が社外監査役に就任した場合には、東京証
券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上
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ご参考 本定時株主総会後の取締役・監査役のスキル・経験

氏 名 事業戦略 グローバル ＤＸ・テク
ノロジー 人材 企業経営 財務・会計

法務・
リスクマネ
ジメント

取
締
役

野田 俊介 ● ● ● ● ●

早田 憲之 ● ● ● ●

辻 豊久 ● ● ● ●

呉 岳彦 ● ● ●

堀内 真人 ● ●

山口 拓哉 ● ●

石坂 信也 ● ● ● ●

鶴巻 暁 ● ●

高橋 真木子 ● ●

監
査
役

濱口 聡子 ● ● ●

渡邉 和紀 ● ●

山浦 周一郎 ● ●
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ご参考 社外役員の独立性判断基準
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有
すると判断する基準（以下「独立性判断基準」）を
以下のとおり定め、東京証券取引所が定める独立役
員として、独立性判断基準のいずれにも該当しない
者を指定するものとする。
（１）当社グループ※１を主要な取引先※２とする
者又はその業務執行者
※１ 当社並びに当社の子会社及び関連会社をい
う。

※２ 当該取引先の直近の事業年度における連結
売上高に占める当社グループとの取引に係る
売上高の割合が２％を超える場合をいう。

（２）当社グループの主要な取引先※又はその業務
執行者
※ 当社グループの直近の事業年度における売上
収益に占める当該取引先との取引に係る売上高
の割合が２％を超える場合をいう。

（３）当社グループから役員報酬以外に多額の金銭
その他の財産※を得ているコンサルタント、会
計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている
者が法人、組合等の団体である場合は、当該団
体に所属する者をいう。）
※ 当社グループの直近の事業年度における支払
額について、次の金額を超える場合をいう。
・ 法人、組合等の団体である場合には、1,000
万円又は当該団体の年間売上高（総収入）の
２％のいずれか高い金額

・ 上記以外である場合には、1,000万円
（４）当社グループから多額の寄付※を受けている
者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の
団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。）
※ 直近の事業年度における当社グループからの
寄付の総額が1,000万円を超える場合をいう。

（５）当社グループの主要な借入先※又はその業務
執行者
※ 当社グループの直近の事業年度における借入
額が上位３位以内の者をいう。

（６）当社の主要な株主※又はその業務執行者
※ 当社の株式の10％以上を直接又は間接に保有
している者をいう。

（７）当社が主要な株主※である会社の業務執行者
※ 当社が当該会社の株式の10％以上を直接又は
間接に保有している場合をいう。

（８）当社グループの会計監査人である監査法人の
業務執行者

（９）過去３年間において、上記（１）から（８）
のいずれかに該当していた者

（10）次のいずれかに該当する者（重要な者に限
る。）の近親者※
① 上記（１）から（９）のいずれかに該当す
る者

② 当社の子会社の業務執行者（社外監査役を
独立役員として指定する場合にあっては、業
務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）

③ 過去３年間において、当社の子会社の業務
執行者（社外監査役を独立役員として指定す
る場合にあっては、業務執行者でない取締役
又は会計参与を含む。）であった者

④ 過去３年間において、当社の業務執行者
（社外監査役を独立役員として指定する場合
にあっては、業務執行者でない取締役を含
む。）であった者
※ 配偶者及び２親等内の親族をいう。

以上
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会
計
監
査
人

監査

会計
監査

諮問・答申

委任

社長執行役員

事業会社各社・海外拠点・間接部門

経営会議
内部統制委員会

コンプライアンス
委員会

執行役員/
部門長

監査部

指示・報告
指示・
報告

指示・報告

諮問・報告

指示・報告

監督
決定 監査

選定・解職・監督

取締役会
指名委員会

報酬委員会

監査役会
監査役代表取締役

業
務
執
行
組
織

株主総会

連携

連携

連携

内部
監査

選任・解任選任・解任 選任・解任

ご参考 コーポレート・ガバナンスに対する取り組み

■ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、クライアント、取引先及び従業員等の当社グループを取り巻く全て
のステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、その信頼を得ることが企業価値の最大
化に不可欠であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つで
あるとの認識のもと、経営の効率化を図りつつ、透明性と健全性を確保した企業運営に努めて
おります。

■ コーポレート・ガバナンス体制
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■ 取締役会
取締役会は、毎月開催する他、必要に応じて随時開催し、法令、定款、取締役会規程その他
の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の業務執行を監督し
ております。取締役会は９名の取締役で構成されており、その中には、取締役会の監督機能を
強化すべく３名の独立社外取締役が含まれております。また、独立社外監査役１名を含む監査
役３名も取締役会に出席しております。
取締役会では、毎事業年度において、アンケートによる各取締役及び各監査役の自己評価に
基づき、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を公表しております。
■ 指名委員会、報酬委員会
指名委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・監査役の選解任基準の答申、並びに取
締役会が承認した取締役・監査役の選任・解任及び代表取締役の選定・解職に係る基準に基づ
いた取締役、代表取締役及び監査役の個別の人事案の原案を審議しております。
また、当社は、東京証券取引所が定める「独立性基準」を踏まえ、独立社外取締役候補者の
独立性に関する基準を策定し、公表しております。
報酬委員会は、取締役会からの委任により、役員報酬に関する基本方針、及び株主総会にお
ける報酬決議に従い、役員報酬基準に基づいた取締役の個人別の報酬案を審議し、決定してお
ります。
指名委員会・報酬委員会は、取締役会の構成員であって、社長執行役員を兼ねる代表取締役、

非業務執行取締役５名（うち、独立社外取締役３名）で構成しており、独立社外取締役を含む
非業務執行取締役を過半数以上とした審議により、透明性・公正性を担保した意思決定を行う
体制を構築しております。なお、「指名委員会」には、オブザーバーとして独立社外監査役１名
の参加を可能としておりましたが、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、2022年５
月１日より指名委員会・報酬委員会の構成員を独立社外取締役（３名）及び独立社外監査役
（１名）で過半数とするための変更を行っております。
■ 取締役の報酬制度
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値向上と株主利益を意識した報酬体系としており、

個々の取締役の報酬は、株主総会における報酬決議に従い、取締役の役位や役割の大きさに応
じて支給される「基本報酬」、年度単位の業績に連動して支給される「業績連動報酬」、中長期
的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした「株式報酬」で構成さ
れております。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることか
ら業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。なお、取締役の個人別の報酬等の内
容に係る決定方針等については、事業報告44頁（④取締役及び監査役の報酬等）に記載のとお
りであります。
（注）本総会の決議事項第３号議案及び第４号議案をご承認いただいた場合の人数を記載しています。
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（添付書類）
事 業 報 告

（自
至

2021
2022

年
年
３
２
月
月
１
28
日
日）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
ⅰ 当連結会計年度の経済環境

当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続
き厳しい状況が続いております。特に、観光業、飲食業への影響は甚大なものとなりまし
た。一方で、新型コロナウイルス感染症の長期化により、withコロナやニューノーマルと
いった、今までとは異なる生活様式から新たなコンタクトセンター需要が出てきておりま
す。また、雇用においては、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較し、完全失業率は
高い水準で推移しているものの、一部持ち直しが見られ、賃金水準は上昇傾向にありま
す。
そのような環境の下、当社グループが属する情報サービス業界は、非対面の社会におけ
る社会インフラという位置付け、且つアウトソーシング需要の高まりを受け、堅調に推移
しております。また、コミュニケーション手段の急速な技術革新に伴い、消費者との対話
においてもＡＩ（人工知能）等の導入による自動化が始まる等、カスタマーサービス分野
において、なお一層のサービスの高度化が求められております。

ⅱ 企業集団の当連結会計年度の業績（国際会計基準）
当連結会計年度においては、中期経営計画として「社員３万人の戦力最大化」「音声デ
ータ活用によるＤＸ推進」「信頼と共創のパートナー成長」の実現に取り組んでまいりま
した。
ＤＸ推進においては専門性の高いパートナーとの事業開発を進めております。
具体的には、コンタクトセンターにおいて、生活者からの電話による問合せに対し、音

声認識・対話型ＡＩ・音声合成技術を活用し、音声での自動応答を行うボイスボットの導
入から運用定着化までをワンストップで支援するトータルソリューション「ekubot
Voice PRO（エクボットボイスプロ）」を総合ＩＴサービス企業である伊藤忠テクノソリ
ューションズ株式会社と共同開発し、提供を開始しました。

2022年04月20日 13時24分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 27 ―

「ekubot Voice PRO（エクボットボイスプロ）」により、例えば、幅広い層からの電
話での問合せがある通信業界における本人確認・契約内容の照会や、メーカーにおける製
品不具合箇所の状況確認といった業務において、音声のみによる問合せ対応の自動化を実
現しております。なお、「ekubot Voice PRO（エクボットボイスプロ）」にて対応しき
れない問合せについては、それまでのやり取りをテキストで保持した状態で、スムーズに
有人対応に切り替えることが可能となります。
また、ＡＩや音声技術を基に、ソフトウエアやデータベースの開発・提供を行う株式会
社RevCommと共同で、同社が提供する、音声解析が可能なＡＩ搭載型クラウドＩＰ電話
「Miitel（ミーテル）」を活用し、インサイドセールス業務（非訪問型営業）の立上げから
運用、トーク内容分析による営業活動の改善・効率化までをワンストップで支援するデー
タ活用型「インサイドセールス代行サービス」の提供を開始しました。
ニューノーマル時代の働き方としてテレワークが普及し、ビジネスにおける営業環境が
大きく変化する中、これまで対面で行うことが多かった、新規顧客の開拓営業において
も、企業リストへ電話営業を行う機会が増えるなど、インサイドセールスの重要性が高ま
っております。本サービスは、インサイドセールスの中でも、専門人材の不足や立ち上げ
の難易度が高い、新規開拓型の電話営業アウトソーシングに特化したもので、１席から構
築可能という点が特徴となっています。加えて、「Miitel（ミーテル）」により、全ての音
声データの可視化とノウハウ蓄積を行うことで、成約率の向上・サービスの改善はもちろ
ん、商品開発や新サービスの企画への活用も可能となります。
「社員３万人の戦力最大化」という点では、在宅コンタクトセンターの積極的な推進を

行っております。また、ＬＧＢＴＱ等の性的少数者（以下、「ＬＧＢＴＱ」）に関するダイ
バーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体work with Prideが策定し
た、企業・団体等職場におけるＬＧＢＴＱへの取り組みの評価指標「ＰＲＩＤＥ指標
2021」にて、３年連続、最高位である「ゴールド」を受賞しております。
さらに女性活躍推進においては、ダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援す
る特定非営利活動法人J-Winが主催し、内閣府や厚生労働省等が後援する「2022 J-Win
ダイバーシティ・アワード」において、アドバンス部門で「準大賞」を、コールセンター
業界で初めて受賞いたしました。
その他、日本初のＤ＆Ｉ（ダイバーシティ＆インクルージョン）認定制度「Ｄ＆Ｉアワ
ード2021」で最高評価の「ベストワークプレイス」に認定されております。
当社は、多様なバックグラウンドを持つ従業員が安心して、長期に亘って勤務できる環
境の創出に向け、今回の表明などを通じた社内外における環境の整備に、これからも取り
組んでまいります。
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各セグメントの業績は以下のとおりであります。

（ＣＲＭ事業）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響があったものの、社会インフラとし
てのスポット需要及び前連結会計年度から業務開始した既存継続案件の売上が拡大した
他、伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠商事㈱」）及び、凸版印刷株式会社（以下、
「凸版印刷㈱」）との協業強化によるシナジー案件も堅調に推移したこと等により、売上
収益は前年同期比で増収となりました。利益面では、増収による利益の伸長に加え、収
益改善活動による効果等もあり、税引前利益は前年同期比で増益となりました。
この結果、ＣＲＭ事業の売上収益は1,454億60百万円（前年同期比8.1％増）、税引
前利益は135億84百万円（同13.8％増）となりました。

（その他）
連結子会社の株式会社ポッケ（以下、「㈱ポッケ」）においてコンテンツ販売収入が減

少となりました。それに伴い、㈱ポッケに帰属するのれんについて、減損テストを実施
した結果、４億96百万円の減損損失を計上しております。
この結果、その他のセグメントの売上収益は10億19百万円（前年同期比13.4％減）、

税引前損失は97百万円（前連結会計年度は、５億68百万円の損失）となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益は1,464億79百万円（前年同期比7.9
％増）、税引前利益は134億63百万円（同19.1％増）、親会社の所有者に帰属する当期利
益は89億43百万円（同23.3％増）となりました。
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② 設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資総額は、リースによる投資を含め20億89百万円となりまし

た。
その主なものは、ＣＲＭ事業への投資であり、本社移転、新規拠点ソリューションセン

ター構築、既存拠点の改修及びデータセンターの機器取得等について16億13百万円、業務
管理に係るＩＴシステムや既存システムの改修等のソフトウエアについて４億53百万円の
設備投資を実施いたしました。
また、その他の事業へ23百万円の投資を実施いたしました。

③ 資金調達等の状況
当連結会計年度は、長期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、国内金融機関

６社各社との金銭消費貸借契約に基づき、2021年３月31日付で新たに120億円を調達し、
同日付で既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金の弁済を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
当社の連結子会社である株式会社ベルシステム24（以下、「㈱ベルシステム24」）と㈱ポ

ッケは、2022年１月26日付で㈱ベルシステム24を存続会社、㈱ポッケを消滅会社とする
吸収合併契約を締結し、2022年３月１日付で吸収合併を行いました。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、株式会社レイヤーズ・コンサルティングとの間で2022年１月11日付で締結し

た合弁契約に基づき、2022年３月１日付で設立したHorizon One株式会社の普通株式
102株（発行済株式総数の51％）を保有しております。
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（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
2019年
２月期

（国際会計基準）

2020年
２月期

（国際会計基準）

2021年
２月期

（国際会計基準）

2022年
２月期

（国際会計基準）

売 上 収 益（百万円） 121,113 126,663 135,735 146,479
営 業 利 益（百万円） 8,580 11,105 11,799 13,234
税 引 前 利 益（百万円） 7,944 10,534 11,305 13,463
親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 5,397 7,006 7,252 8,943
基本的１株当たり当期利益 （円） 73.37 95.29 98.64 121.65
資 産 合 計（百万円） 139,739 168,508 172,888 178,312
親会社の所有者に帰属する持分（百万円） 45,737 49,168 53,113 58,986
１株当たり親会社所有者帰属持分 （円） 622.14 668.77 722.69 801.91
（注）１．百万円単位未満を四捨五入して表示しております。

２．当社は、2019年２月期より「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。基本的１株当たり当期利
益の算定において、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を自己株式として処理していることか
ら、基本的加重平均普通株式数から当該株式数を控除しております。また、１株当たり親会社所有者
帰属持分の算定においても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第５期
2019年
２月期
（日本基準）

第６期
2020年
２月期
（日本基準）

第７期
2021年
２月期
（日本基準）

第８期
2022年
２月期
（日本基準）

営 業 収 益（百万円） 17,691 19,296 20,729 19,351
経 常 利 益（百万円） 4,953 6,212 6,605 5,025
当 期 純 利 益（百万円） 3,727 4,147 884 2,947
１株当たり当期純利益 （円） 50.66 56.42 12.04 40.10
総 資 産（百万円） 147,973 142,362 131,184 126,225
純 資 産（百万円） 59,677 60,964 58,691 58,366
１株当たり純資産額 （円） 811.21 828.71 798.02 792.98
（注）１．百万円未満を四捨五入して表示しております。

２．当社は、2019年２月期より「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。１株当たり当期純利益の
算定において、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、普
通株式の期中平均株式数から当該株式数を控除しております。また、１株当たり純資産額の算定にお
いても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況（2022年２月28日現在）
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

百万円 ％
㈱ベルシステム24 100 100.0 情報サービス
ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 50 51.0 情報サービス
㈱ポッケ 35 100.0 情報サービス
㈱ベル・ソレイユ 10 100.0 事務代行、サービス支援等
（注）１．当社の連結子会社は「②重要な子会社の状況」に記載している４社であり、持分法適用会社は３社で

あります。
２．2022年３月１日付で㈱ベルシステム24を存続会社、㈱ポッケを消滅会社とする吸収合併をしており
ます。

③ 特定完全子会社に関する事項
会 社 名 住所 当社における

株式の帳簿価額 当社の総資産額

㈱ベルシステム24 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 34,102百万円 126,225百万円
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（4）対処すべき課題
当社グループは、「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」とい

う使命の下、お客様に最適なソリューションを提供し、新たなビジネス価値を創造するとと
もに、多様化への取り組みも推進してまいりました。これからも持続的で健全な成長の実現
を目指すために、以下の施策を重点的に取り組んでいく所存であります。

① 従来ビジネスの拡大
ⅰ 既存受託案件の継続的品質向上

ＣＲＭ事業において当社グループが考える品質とは、コンタクトセンターにおける応対
品質を指すだけではなく、カスタマーの満足度向上等、クライアント企業にとっての品質
管理指標（顧客満足度等のサービス提供指標）の達成、及び当社グループにとっての生産
性指標（時間あたりの受注金額とコストのバランス等）の達成を高いレベルで両立するこ
とができた状態であると認識しております。それらを実現するため当社グループは、当社
標準のＯＰ品質マネジメント基準（ＯＰＭ）を設け、センター単位ではなく受託業務単位
での品質をきめ細かく徹底的に向上させる体制を構築し、継続的な品質改善体制の強化を
進めてまいります。クライアント企業に対し、高品質なサービスを継続的に提供すること
を通じ、そこから派生する新たな案件を獲得することができ、それが安定成長のための基
盤になるものと考えております。

ⅱ 新規クライアント企業の積極的獲得
新規のクライアント企業を獲得し、当社グループの営業基盤を増強していくことは、当

社グループの成長のために必要不可欠な、最重要課題の一つであります。当社グループ
は、これまでの新規クライアント企業獲得営業体制に加え、伊藤忠商事グループの国内外
の広範な企業ネットワークを活用することにより、従来、アプローチをすることができな
かった企業層へのアプローチが可能となることで、新たな売上機会を創出してまいりま
す。また、カスタマーに最高の顧客体験を提供することを意図した高付加価値型ＣＲＭオ
ペレーション手法の導入や、カスタマー接点を起点に、クライアント企業のバリューチェ
ーンを活性化するＢＰＯサービスの展開等、ＣＲＭ事業を革新、発展させて提供すること
を通じ、新規クライアント企業の開拓に拍車をかける戦略も推進してまいります。
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ⅲ 伊藤忠商事グループ及び凸版印刷㈱との連携
伊藤忠商事グループ及びその取引先企業等に対し、同社のネットワークを活用してアプ

ローチを行い、事業の拡張を図ってまいります。加えて、単に面的に事業領域の拡張を図
るだけでなく、当社グループと伊藤忠商事グループとの協業によって、クライアント企業
とカスタマーの接点であるコンタクトセンター事業の新たな価値を創出してまいります。
また、媒体製作やバックオフィス業務に強みを持つ凸版印刷㈱とコンタクトセンター業

務に強みを持つ当社グループの各々のソリューションや顧客基盤を活用することにより、
幅広い業種の企業向けに新たなサービスを提供するとともに、ＡＩ等を用いた高度なＢＰ
Ｏビジネスを推進してまいります。

ⅳ ＣＲＭインフラの提供
当社グループは、従来より積極的なＩＴ投資を行ってまいりました。国内のソリューシ

ョンセンターをクラウドで連携した音声系プラットフォームであるBellCloud+®や、同
プラットフォームを応用し在宅コンタクトセンターサービスを可能にするBell＠Home、
また、お客様との対話音声をテキスト化して蓄積しリアルタイムに資産化する音声認識シ
ステムを提供しております。このような実績豊富なＣＲＭインフラを、今後は、当社グル
ープが受託した案件に活用する以外に、クライアント企業にＣＲＭインフラとして提供す
る取り組みを強化してまいります。ＣＲＭインフラとオペレーションのノウハウを、当社
グループから一括で提供することにより、クライアント企業は、初期コストを抑えたうえ
で高品質なコンタクトセンターを開設することが可能となります。

② 新領域での拡大
ⅰ 新技術への取り組み

将来の高効率なオペレーションを実現するため、ＡＩを活用した顧客対話支援のモデル
やデータサイエンスを活用した顧客セグメントの効率化等、先進テクノロジー領域での取
り組みに注力してまいります。
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ⅱ 高品質なグローバル基準のオペレーションを提供
グローバルに事業を展開する企業においては、世界各国において高いレベルでの均質的

なサービスを展開するため、コンタクトセンター運営においても世界共通の多岐にわたる
厳格な指標が設定されており、高水準のオペレーションが要求されております。
当社グループでは、こうしたグローバル企業の要求する高水準のオペレーションを実行

するため、欧米の最先端コンタクトセンター事業会社が提供する世界基準のカスタマーサ
ポート業務を、日本でも同様に提供できる体制を構築し、既に国内のグローバル企業にお
いて多数の実績を上げております。今後も、日本で事業展開をする外資系企業のみなら
ず、日本企業に対してもこの高品質なコンタクトセンターサービスの提供を加速してまい
ります。

ⅲ ＡＳＥＡＮ諸国をはじめとする海外での事業展開
新たな事業機会の創出を目的として、伊藤忠商事グループや凸版印刷㈱の海外ネットワ

ークを活用し、ＡＳＥＡＮ諸国をターゲットに見据えたコンタクトセンターの海外事業展
開を目指します。当社グループが30余年で培ったコンタクトセンターの運営ノウハウを、
各国の事情に合わせてカスタマイズし、高品質の現地サービスを提供してまいります。

③ 社員３万人の戦力最大化
ⅰ ワークスタイル・イノベーション

コロナ禍以降、テレワークが当たり前の働き方になりつつある中で、どのように組織の
エンゲージメントを高め、パフォーマンスを向上させていくかが課題となってきておりま
す。当社グループでは、コロナ禍以前より総務省から「テレワーク先駆者百選」に認定さ
れる等、在宅勤務やオンライン会議を積極的に活用してまいりました。ニューノーマルの
時代において、クライアント企業の信頼や事業基盤を維持・拡大し、成長し続けるため
に、多様な働き方の更なる拡大が不可欠と考え、「在宅コンタクトセンター」の大幅増設
を進めております。時間や場所の制約を越え、従業員が安心して働ける職場環境とコミュ
ニケーションの実現により、新たな雇用を創出、多様な人材の活躍を支援し、現場力をさ
らに高めてまいります。

ⅱ 品質と対応スキルの高度化
顧客ニーズの多様化、先端テクノロジーの導入により、コンタクトセンター業務は複雑

化しております。このような環境下においてもクライアント企業に対し高品質なサービス
を継続的に提供するために、当社グループでは専門人材の獲得・育成及び教育体系の整備
により、社員３万人の人材高度化の取り組みを続けております。年間５億件超の応対実績
と知見を活かしてコンサルティング機能を一層強化・拡大し、対応スキルの高度化を図る
ことで、高付加価値を提供してまいります。
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ⅲ ダイバーシティ推進
当社グループは、企業理念に基づきダイバーシティ活動を推進しております。具体的に

は、各ポストにおける女性比率拡大や上級管理職への女性登用を目的とした育成プログラ
ムの構築・実施、育児や介護・ワークライフバランス向上に配慮・理解のある上司（イク
ボス）の発掘・育成、男性の育児休暇取得促進、ＬＧＢＴＱのコミュニティ活動支援、障
がい者の雇用促進等を実行しております。従業員の多様性を尊重し、あらゆる属性の人材
が生き生きと働くことができる環境の整備、柔軟な人事制度の構築に引き続き注力してま
いります。

2022年04月20日 13時24分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 37 ―

（5）主要な事業内容（2022年２月28日現在）
区分 主な事業内容 当該事業に携わる会社

ＣＲＭ事業 電話を主なコミュニケーションチャネルと
する従来型のインバウンド・アウトバウン
ドコールの業務に加え、ＷＥＢや急速に拡
大するソーシャルメディア等のＩＴ技術を
駆使した様々なサービスを、クライアント
企業へ提供しております。

㈱ベルシステム24
ＣＴＣファーストコンタクト㈱

その他 コンテンツ事業、事務代行、サービス支援
等を行っております。

㈱ポッケ
㈱ベル・ソレイユ

（注）2022年３月１日付で㈱ベルシステム24を存続会社、㈱ポッケを消滅会社とする吸収合併をし、㈱ポッケ
の事業（コンテンツ事業）は、㈱ベルシステム24が承継しております。

（6）主要な事業所等（2022年２月28日現在）
① 当社

名称 所在地
本社 東京都港区

② 子会社
名称 所在地

㈱ベルシステム24 本社（東京都港区）、
ＳＣ37箇所（注）、海外拠点（台湾）

ＣＴＣファーストコンタクト㈱ 本社（東京都世田谷区）
㈱ポッケ 本社（東京都渋谷区）
㈱ベル･ソレイユ 本社（東京都港区）
（注）１．ＳＣ＝ソリューションセンター。ソリューションセンターは、コンタクトセンターのオペレーション

業務を行う事業所の呼称であり、スモールオフィスを含みます。
２．2022年３月１日付で㈱ベルシステム24を存続会社、㈱ポッケを消滅会社とする吸収合併をしており
ます。
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（7）使用人の状況（2022年２月28日現在）
① 企業集団の使用人の状況
事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減
ＣＲＭ事業 10,093人 （ 21,321人） 656人増 （ 2,282人増）
その他 74人 （ ８人） 14人増 （ ５人減）

全社（共通） 294人 （ 28人） ０人 （ ２人減）
合計 10,461人 （ 21,357人） 670人増 （ 2,275人増）

（注）１．使用人数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループ
への出向者を含む就業人員数であります。

２．使用人数欄の（外書）は、有期労働契約雇用者の平均人員数であります。
３．全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

② 当社の使用人の状況
使用人数 前事業年度末比

増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

235人（20人） 13人減（９人減） 43歳５ヶ月 10年０ヶ月
（注）１．使用人数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数でありま

す。
２．使用人数欄の（外書）は、有期労働契約雇用者の平均人員数であります。
３．平均勤続年数は、2010年６月１日付、2012年３月１日付、2015年３月１日付及び2015年９月１
日付の合併以前の勤続年数を通算しております。

（8）主要な借入先の状況（2022年２月28日現在）
借入先 借入残高 （百万円）

㈱三菱ＵＦＪ銀行 10,525
㈱みずほ銀行 7,686
信金中央金庫 7,000
農林中央金庫 7,000
㈱三井住友銀行 5,111
（注）2022年２月末現在の借入残高が、50億円以上の金融機関を記載しております。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の現況
（1）株式の状況
① 発行可能株式総数 280,000,000株

② 発行済株式の総数 73,715,734株

③ 株主数 9,666名

④ 大株主の状況
株主名 持 株 数 持 株 比 率

伊藤忠商事㈱ 30,030,000 株 40.73％
凸版印刷㈱ 10,570,000 株 14.33％
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 8,504,500 株 11.53％
㈱日本カストディ銀行（信託口） 6,899,200 株 9.35％
野村信託銀行㈱（投信口） 743,400 株 1.00％
日本証券金融㈱ 690,800 株 0.93％
㈱日本カストディ銀行（証券投資信託口） 656,400 株 0.89％
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２ 610,920 株 0.82％
ＪＰモルガン証券㈱ 474,247 株 0.64％
ＧＯＶＥＲＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 396,304 株 0.53％
（注）１．日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）の所有株式に、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株

式160,284株は含まれておりません。
２．当社は、単元未満株式の買取請求により自己株式を238株所有しております。なお、役員に対する株

式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行㈱が保有して
いる当社株式160,284株（議決権の数1,602個）を、自己株式として処理しております。

３．上記の持株比率は、自己株式238株を控除して計算しております。
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⑤ その他株式に関する重要な事項
当社は、2018年５月25日開催の第４回定時株主総会において、当社の取締役（社外取

締役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く）及び執行役員（国内非居住者及び他社
からの出向者を除く）を対象として、業績連動型株式報酬制度の導入を決議し役員報酬Ｂ
ＩＰ信託と称される仕組みを採用しております。
なお、2022年２月28日現在、「役員報酬ＢＩＰ信託」の所有する当社株式数は、

160,284株であります。

⑥ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。
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（2）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の氏名等
地位 氏名 担当 重要な兼職の状況

代表取締役 野田 俊介
社長
執行役員
ＣＥＯ

㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員

取 締 役 早田 憲之 副社長
執行役員 ㈱ベルシステム24 副社長執行役員

取 締 役 辻 豊久 常務
執行役員 ㈱ベルシステム24 専務執行役員

取 締 役 堀内 真人 －

Inagora㈱ 社外取締役
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
伊藤忠インタラクティブ㈱ 社外取締役

取 締 役 山口 拓哉 －

凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケーション事業本
部 事業戦略本部長
凸版印刷（香港）有限公司 取締役
㈱創日社 代表取締役
深圳凸版信息科技有限公司 董事

取 締 役 石坂 信也 －

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 代表取締役社長
㈱ＧＤＯゴルフテック 取締役
GDO Sports，Inc.（米国）代表取締役社長
(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事
GolfTEC Enterprises，LLC（米国）取締役会長

取 締 役 鶴巻 暁 － 上條・鶴巻法律事務所 共同代表
市光工業㈱ 社外監査役

取 締 役 高橋 真木子 －
金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研
究科 教授
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役
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地位 氏名 担当 重要な兼職の状況
常勤監査役 濱口 聡子 － (公社)日本監査役協会 監事
監 査 役 渡邉 和紀 － 三菱電機㈱ 社外取締役 (監査委員 報酬委員長)

監 査 役 堀内 文隆 －

伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
ほけんの窓口グループ㈱ 監査役
はなさく生命保険㈱ 監査役
ポケットカード㈱ 監査役

（注）１．金澤明彦氏は、2021年12月31日をもって取締役を辞任いたしました。なお、辞任時の担当及び重要
な兼職の状況は、以下のとおりとなります。

辞任時の担当 辞任時の重要な兼職の状況
専務執行役員 ㈱ベルシステム24 専務執行役員

２．取締役堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第２条第15号に定め
る社外取締役であります。

３．取締役堀内真人氏は、伊藤忠インタラクティブ㈱の社外取締役を兼職しておりましたが、2022年３
月31日をもって退任しております。

４．監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．常勤監査役濱口聡子氏は、当社グループ会社において営業・オペレーション部門や人事部門・コンプ
ライアンス部門の管掌実績があり、監査に必要な業務知識を幅広く有するものであります。
監査役渡邉和紀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。
監査役堀内文隆氏は、伊藤忠商事㈱において経理部門の職務に携わっており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。

６．石坂信也、鶴巻暁、高橋真木子及び渡邉和紀の各氏は、当社が定める社外役員の独立性判断基準の全
ての要件を満たしており、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補
欠監査役１名を選任しております。

８．監査役堀内文隆氏は、ポケットカード㈱の監査役を兼職しておりましたが、2022年３月31日をもっ
て退任しております。

９．当社は、執行役員制度を導入しております。2022年２月28日現在の執行役員の氏名及び担当は、以
下のとおりであります。

地位 氏名 担当
社長執行役員ＣＥＯ 野田 俊介 社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
副社長執行役員 早田 憲之 人材開発部及び法務・コンプライアンス部
常務執行役員 辻 豊久 経営企画・事業戦略、広報ＩＲ室、ソリューション推進部

及び子会社事業統括
執行役員 長谷部 英則 ＣＴＣファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
執行役員 松村 一三 監査部
執行役員 ＣＩＯ・
ＣＴＯ 景山 紳介 事業戦略部及び情報システム部
執行役員 ＣＦＯ 大林 政昭 財務統括部、総務部及び事業管理部
2022年３月１日付で、景山紳介氏の担当がサステナビリティ推進部及び情報システム部に異動いた
しました。
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② 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び社外監査役は、会社法第427

条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）、社外監査役のいずれについても法令に定める額としております。なお、当該責任限定
契約が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び社外監査
役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られま
す。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結しております。
その契約の概要等は以下のとおりです。

ⅰ 被保険者の範囲
当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員

ⅱ 保険契約の内容の概要
１）被保険者の実質的な保険等負担割合
保険料は会社負担としております。

２）塡補の対象となる保険事故の概要
被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、従業員訴訟により被る損
害（損害賠償金及び訴訟費用等）を当該保険契約により塡補することとしております。
３）役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に一定の免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については塡補

の対象としないこととしているほか、被保険者による違法な利益供与又は犯罪行為等に
よる賠償責任については塡補の対象としないこととしております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等
ⅰ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。その内容は以下のとおりとなります。なお、当事業年
度に係る取締役の個人別の報酬等は、独立社外取締役を含む非業務執行取締役が過半数を
占める報酬委員会により、取締役報酬規程及び役員報酬基準に従い、当該決定方針との整
合性を含めた多角的な検討を踏まえて決定されており、また、取締役会は、報酬委員会か
ら、上記の過程を経て決定された当事業年度に係る取締役の報酬総額等の内容について報
告を受けているため、取締役会としては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内
容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
１）基本方針
当社取締役の報酬は、中長期的な企業価値向上と株主利益を意識した報酬体系として

おり、個々の取締役に対する報酬は、株主総会における報酬決議に従い、取締役の役位
や役割の大きさに応じて支給される「基本報酬」、年度単位の業績に連動して支給され
る「業績連動報酬」、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること
を目的とした「株式報酬」で構成しております。ただし、社外取締役に対する報酬は、
業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとして
おります。
２）基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（基本報酬を与える時期又は条件
の決定に関する方針を含む。）
基本報酬は、月額固定の現金報酬とし、役位や役割の大きさに応じて設定した基準金
額内で、各取締役の個別評価を勘案のうえ決定しております。
３）業績連動報酬並びに株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（業
績連動報酬及び株式報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬は、年度単位の業績向上に対するインセンティブを高めるため業績指標

を反映した現金報酬としております。業績連動報酬の業績指標は、「連結売上収益」、
「連結営業利益」、「親会社の所有者に帰属する当期利益」及び「前年度連結営業利益」
とし、各取締役の役位別基準金額に対して、各業績指標の達成率に基づく支給率により
算出し、取締役個人の業績に対する貢献度に応じた評価を踏まえて総合的に勘案したう
えで決定しております。決定した額は、賞与として毎年、一定の時期に支給しておりま
す。なお、業績指標としての「連結売上収益」、「連結営業利益」、「親会社の所有者に帰
属する当期利益」については、中期経営計画と整合するように年度単位で設定し、グル
ープ全体の企業活動に与える環境変化によっては、必要に応じて見直しを行うものとし
ております。
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株式報酬は、信託を活用した業績連動型の株式報酬制度である「役員報酬ＢＩＰ
（Board Incentive Plan）信託」としております。株式報酬の業績指標は、「連結営業
利益」とし、各取締役の役位別のポイントに「連結営業利益」の目標を達成した場合を
100％として、目標達成度に応じて０％から200％の範囲で変動する業績連動係数を乗
じたポイントを付与し、取締役の退任時にポイントの累積値に相当する当社株式の交付
及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を支給しております。なお、業績指標としての
「連結営業利益」は、中期経営計画と整合するように年度単位で設定しております。
４）金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に
対する割合の決定に関する方針
報酬割合は、当社と同様に株式報酬制度を導入している企業のサーベイ結果を参考と
した報酬水準によるものとし、持続的且つ中長期的な業績向上に資するインセンティブ
となるようにするため、取締役の役位や役割に応じて業績連動報酬と株式報酬のそれぞ
れの割合を設定し、その割合を踏まえて基本報酬を設定しております。

５）取締役の個人別の報酬等の内容決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、社長執行役員を兼ねる
代表取締役及び非業務執行取締役（独立社外取締役を含む。）で構成する報酬委員会が
その具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、本方針に基づく役
員報酬基準の決定及び見直し、役員報酬基準に基づく個々の取締役の評価を踏まえた個
人別の報酬等の決定としております。なお、報酬委員会での決定にあたっては、妥当性
及び正当性を諮るため、外部有識者に助言を求めることができるものとしております。
６）上記各項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する重要な事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたり、本方針に沿った運用を図るため、取

締役報酬規程を取締役会において決議し、制定しております。
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ⅱ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2015年８月27日開催の臨時株主総会において、年額750百

万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち、
社外取締役は２名）です。
また、金銭報酬とは別枠で、2018年５月25日開催の第４回定時株主総会において、当

社対象取締役等を対象とする信託を活用した業績連動型の株式報酬制度に関し、中期経営
計画の対象となる３事業年度からなる対象期間において当社が拠出する金員の上限を189
百万円、当社対象取締役等に付与する１年あたりのポイントの上限を39,000ポイントと
し、このポイントに相当する当社株式等（当社対象取締役等に当社株式及び当社株式の換
価処分金相当額の金銭）の交付及び給付が行われることについて決議しております。当該
第４回定時株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち、社外取締役は５名）です。
監査役の金銭報酬の額は、2015年８月27日開催の臨時株主総会において、年額40百

万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち、
社外監査役は２名）です。

ⅲ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定は、取締役会決議に基づき、報酬委員会が委任を受

け、その具体的内容について取締役報酬規程及び役員報酬基準に従い、審議・検証したう
えで、委員の合議により決定することとしております。委任した理由は、当社を取り巻く
環境、当社の経営等を把握している社長執行役員を兼ねる代表取締役のほか、透明性・公
平性を担保するために非業務執行取締役（独立社外取締役を含む。）で構成されている報
酬委員会による決定が、総合的に適していると判断したためです。
当事業年度における報酬委員会の構成員は次のとおりです。なお、2022年５月１日よ

り、独立社外監査役１名が当該構成員となります。
野田 俊介（代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ）、堀内 真人（社外取締役）、山口 拓

哉（社外取締役）、石坂 信也（独立社外取締役）、鶴巻 暁（独立社外取締役）、高橋
真木子（独立社外取締役）
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ⅳ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりでありま

す。

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役
(うち社外取締役)

193
（30）

127
（30）

47
（―）

19
（―）

９
（５）

監査役
(うち社外監査役)

28
（９）

28
（９） ─ ─ ３

（２）
（注）１．上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。

２．取締役の報酬等の額は、当事業年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が当事業年度にお
いて費用計上した金額（会計上の見積条件をもとに費用化した金額を含みます。以下同じです。）を
もとに記載しているため、当事業年度における実際の支給額とは異なります。

３．「株式報酬」に記載した金額は、取締役４名に係る当事業年度における費用計上額であります。
４．当事業年度末現在の員数は取締役８名、監査役３名であります。上記対象となる役員の員数と相違し
ているのは、2021年12月31日付で辞任した取締役１名を含んでいるためであります。

５．業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容、選定した理由及び算定方法は、前記
３）に、当該事業年度を含む業績指標の推移は、１．（２）①企業集団の財産及び損益の状況に、そ
れぞれ記載のとおりです。

６．監査役の個人別の報酬等の内容決定は、監査役会において監査役の協議により決定しております。そ
の決定にあたっては、(公社)日本監査役協会公表の協会所属企業の監査役報酬水準を参考にしており
ます。
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⑤ 社外役員に関する事項
ⅰ 社外役員の重要な兼職の状況

社外役員の重要な兼職については、以下のとおりであります。

地位 氏名 重要な兼職の状況 当社と兼職先
との関係

社 外
取締役 堀内 真人

Inagora㈱ 社外取締役
ウイングアーク１st㈱ 社外取締役
伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行
北京信伊コンサルティング有限公司 副董事長
伊藤忠インタラクティブ㈱ 社外取締役

－
当社の取引先
当社の主要株主

－
当社の取引先

社 外
取締役 山口 拓哉

凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケーション事業本
部 事業戦略本部長
凸版印刷（香港）有限公司 取締役
㈱創日社 代表取締役
深圳凸版信息科技有限公司 董事

当社の主要株主

－
－
－

社 外
取締役 石坂 信也

㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 代表取締役社長
㈱ＧＤＯゴルフテック 取締役
GDO Sports，Inc.（米国）代表取締役社長
(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事
GolfTEC Enterprises，LLC（米国）取締役会長

－
－
－
－
－

社 外
取締役 鶴巻 暁 上條・鶴巻法律事務所 共同代表

市光工業㈱ 社外監査役
－
－

社 外
取締役 高橋 真木子

金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研
究科 教授
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役

－
－

社 外
監査役 渡邉 和紀 三菱電機㈱ 社外取締役（監査委員 報酬委員長） －

社 外
監査役 堀内 文隆

伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーＣＦＯ
ほけんの窓口グループ㈱ 監査役
はなさく生命保険㈱ 監査役
ポケットカード㈱ 監査役

当社の主要株主
当社の取引先
当社の取引先
当社の取引先

（注）１．取締役堀内真人氏は、伊藤忠インタラクティブ㈱の社外取締役を兼職しておりましたが、2022年３
月31日をもって退任しております。

２．監査役堀内文隆氏は、ポケットカード㈱の監査役を兼職しておりましたが、2022年３月31日をもっ
て退任しております。
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ⅱ 社外役員の主な活動状況
１）社外取締役の主な活動状況等

地 位 氏 名 主な活動状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 堀内 真人
取締役会16回全てに出席し、主に情報通信分野で
の豊富な経験と知見から発言を行うとともに、独立
的な視点での取締役会の経営監視機能を強化する役
割を果たしております。

社外取締役 山口 拓哉
取締役会16回全てに出席し、情報コミュニケーシ
ョン/ＢＰＯ分野での豊富な経験や知見から発言を
行うとともに、独立的な視点での取締役会の経営監
視機能を強化する役割を果たしております。

社外取締役 石坂 信也

取締役会16回のうち13回に出席し、一般株主の利
益保護を踏まえ、ＩＴ分野を中心とした業界動向や
企業経営に関する豊富な経験と知見から発言を行う
とともに、独立的な視点での取締役会の経営監視機
能を強化する役割を果たしております。

社外取締役 鶴巻 暁

取締役会16回全てに出席し、一般株主の利益保護
を踏まえ、ガバナンス、コンプライアンスにおける
豊富な見識と弁護士としての専門的見地から発言を
行うとともに、独立的な視点での取締役会の経営監
視機能を強化する役割を果たしております。

社外取締役 高橋 真木子

取締役会16回全てに出席し、一般株主の利益保護
を踏まえ、大学教授としての専門的見地から当社の
プロセス管理、経営人材育成及び新技術への取り組
み等における発言を行うとともに、独立的な視点で
の取締役会の経営監視機能を強化する役割を果たし
ております。
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２）社外監査役の主な活動状況等
地 位 氏 名 主な活動状況

社外監査役 渡邉 和紀
取締役会16回全てに、また監査役会19回全てに出
席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言
を行っております。

社外監査役 堀内 文隆
取締役会16回全てに、また監査役会19回全てに出
席し、議案審議等につき必要な発言を適宜行ってお
ります。

ⅲ 社外役員の親族関係
該当事項はありません。

ⅳ その他社外役員に関する事項
該当事項はありません。

ⅴ 社外役員の意見
該当事項はありません。
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（3）会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 57百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 57百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、当社「監査役監査基準」、(公社)日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関す
る実務指針」に則り、経理・財務管掌執行役員、財務統括部及び会計監査人から必要な資料を入手
し、報告を受け、会計監査人の報酬等の額について検証を行いました。その際、会計監査人より報告
を受けた監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠に加え、従前の事業年度における職務執行状況につ
いても確認を行い、監査時間の妥当性、監査品質の担保について検証いたしました結果、監査役会は
提示された報酬額は妥当と判断し同意したものであります。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人

としてふさわしくない非行があったとき、さらに会社法、公認会計士法等の法令違反によ
る懲戒処分や監督官庁からの処分を受ける等、当社の会計監査人であることにつき当社に
とって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会
計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、

又は、監査品質、品質管理、独立性等の観点から監査の適正性をより高めるために会計監
査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任
並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。

⑤ 責任限定契約の概要
該当事項はありません。
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（4）剰余金の配当等の決定に関する基本方針
当社は、株主に対する利益還元を最重要課題の一つとして認識しており、剰余金の配当を
安定かつ継続的に実施し、業績の進捗状況に応じて配当性向及び必要な内部留保の充実等を
総合的に勘案したうえで、中期的には親会社の所有者に帰属する当期利益をベースに、連結
配当性向50％を目標として、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本
的な方針としております。
なお、内部留保資金については、財務体質の強化を図るとともに、戦略的な成長投資に充
当することにより企業価値の向上に努める考えであります。
また、当社は、中間配当として、毎年８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株
主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当を行うことがで
きる旨を定款に定めております。
なお、当社の剰余金の配当等の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当につ
いては取締役会であります。
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連結財政状態計算書
（2022年２月28日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産 28,809 流 動 負 債 67,403
現 金 及 び 現 金 同 等 物 6,196 営 業 債 務 6,691
営 業 債 権 21,181 借 入 金 37,481
その他の短期金融資産 289 未 払 法 人 所 得 税 2,222
そ の 他 の 流 動 資 産 1,143 未 払 従 業 員 給 付 12,005

非 流 動 資 産 149,503 その他の短期金融負債 6,095
有 形 固 定 資 産 40,067 そ の 他 の 流 動 負 債 2,909
の れ ん 94,900 非 流 動 負 債 51,420
無 形 資 産 2,064 長 期 借 入 金 21,971
持分法で会計処理されている投資 2,641 引 当 金 2,211
繰 延 税 金 資 産 2,806 長 期 未 払 従 業 員 給 付 652
その他の長期金融資産 6,940 繰 延 税 金 負 債 8
そ の 他 の 非 流 動 資 産 85 その他の長期金融負債 26,569

そ の 他 の 非 流 動 負 債 9
負 債 合 計 118,823

（資本の部）
親会社の所有者に帰属する持分 58,986
資 本 金 27,079
資 本 剰 余 金 3,478
その他の資本の構成要素 △57
利 益 剰 余 金 28,783
自 己 株 式 △297

非 支 配 持 分 503
資 本 合 計 59,489

資 産 合 計 178,312 負 債 及 び 資 本 合 計 178,312
（注）１．当社は、連結計算書類を国際会計基準（ＩＦＲＳ）に基づいて作成しております。

２．記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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連結損益計算書
（自
至

2021
2022

年
年
３
２
月
月
１
28
日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 収 益 146,479
売 上 原 価 △116,222
売 上 総 利 益 30,257

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △16,571
そ の 他 の 収 益 304
そ の 他 の 費 用 △756
営 業 利 益 13,234

持 分 法 に よ る 投 資 損 益 808
金 融 収 益 50
金 融 費 用 △629
税 引 前 利 益 13,463

法 人 所 得 税 費 用 △4,325
当 期 利 益 9,138

当 期 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者 8,943
非 支 配 持 分 195
当 期 利 益 9,138

（注）１．当社は、連結計算書類を国際会計基準（ＩＦＲＳ）に基づいて作成しております。
２．記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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連結持分変動計算書
（自
至

2021
2022

年
年
３
２
月
月
１
28
日
日）

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 その他の資本
の構成要素 利益剰余金

2021年３月１日現在 27,049 3,448 △235 23,148
当期利益 ─ ─ ─ 8,943
その他の包括利益 ─ ─ 173 ─
当期包括利益合計 ─ ─ 173 8,943
株式報酬取引 ─ ─ 19 ─
新株予約権の行使 30 30 △14 ─
剰余金の配当 ─ ─ ─ △3,308
所有者との取引等合計 30 30 5 △3,308
2022年２月28日現在 27,079 3,478 △57 28,783

自己株式
親会社の所有者
に帰属する持分
合 計

非支配持分 資本合計

2021年３月１日現在 △297 53,113 397 53,510
当期利益 ─ 8,943 195 9,138
その他の包括利益 ─ 173 ─ 173
当期包括利益合計 ─ 9,116 195 9,311
株式報酬取引 ─ 19 ─ 19
新株予約権の行使 ─ 46 ─ 46
剰余金の配当 ─ △3,308 △89 △3,397
所有者との取引等合計 ─ △3,243 △89 △3,332
2022年２月28日現在 △297 58,986 503 59,489
（注）１．当社は、連結計算書類を国際会計基準（ＩＦＲＳ）に基づいて作成しております。

２．記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年２月28日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 6,856 流 動 負 債 43,662

現 金 及 び 預 金 4,903 買 掛 金 8
売 掛 金 226 短 期 借 入 金 4,500
リ ー ス 投 資 資 産 152 1年内返済予定の長期借入金 33,031
前 払 費 用 1,291 リ ー ス 債 務 58
未 収 入 金 270 未 払 金 639
そ の 他 14 未 払 法 人 税 等 792
貸 倒 引 当 金 △0 未 払 消 費 税 等 128

固 定 資 産 119,369 未 払 費 用 1,500
有 形 固 定 資 産 6,853 関 係 会 社 預 り 金 2,465
建 物 3,872 賞 与 引 当 金 252
構 築 物 25 役 員 賞 与 引 当 金 37
工 具、 器 具 及 び 備 品 2,875 そ の 他 252
リ ー ス 資 産 51 固 定 負 債 24,197
建 設 仮 勘 定 30 長 期 借 入 金 22,000
無 形 固 定 資 産 67,582 リ ー ス 債 務 26
の れ ん 65,606 資 産 除 去 債 務 2,059
ソ フ ト ウ エ ア 1,689 役 員 株 式 給 付 引 当 金 49
リ ー ス 資 産 16 そ の 他 63
電 話 加 入 権 242 負 債 合 計 67,859
そ の 他 29 （純 資 産 の 部）

投 資 そ の 他 の 資 産 44,934 株 主 資 本 58,324
投 資 有 価 証 券 1,664 資 本 金 27,022
関 係 会 社 株 式 37,587 資 本 剰 余 金 27,021
繰 延 税 金 資 産 258 資 本 準 備 金 6,773
敷 金 及 び 保 証 金 5,334 そ の 他 資 本 剰 余 金 20,248
そ の 他 147 利 益 剰 余 金 4,577
貸 倒 引 当 金 △56 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,577

繰 越 利 益 剰 余 金 4,577
自 己 株 式 △296
評 価 ・ 換 算 差 額 等 6
その他有価証券評価差額金 6
新 株 予 約 権 36
純 資 産 合 計 58,366

資 産 合 計 126,225 負 債 ・ 純 資 産 合 計 126,225
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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損 益 計 算 書
（自
至

2021
2022

年
年
３
２
月
月
１
28
日
日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 19,351
営 業 費 用 14,059

営 業 利 益 5,292
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 48
助 成 金 収 入 143
そ の 他 15 206

営 業 外 費 用
支 払 利 息 428
そ の 他 45 473
経 常 利 益 5,025

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 65
そ の 他 0 65

税 引 前 当 期 純 利 益 4,960
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,947
法 人 税 等 調 整 額 66 2,013
当 期 純 利 益 2,947
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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株主資本等変動計算書
（自
至

2021
2022

年
年
３
２
月
月
１
28
日
日）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金
資本剰余金
合計

そ の 他
利益剰余金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 26,999 26,998 ─ 26,998 4,944
当期変動額
新株の発行 23 23 ─ 23 ─
当期純利益 ─ ─ ─ ─ 2,947
剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △3,314
資本準備金からその他
資本剰余金への振替 ─ △20,248 20,248 ─ ─
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─
当期変動額合計 23 △20,225 20,248 23 △367
当期末残高 27,022 6,773 20,248 27,021 4,577

株 主 資 本 評価・換算差
額等 新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合計 その他有価証
券評価差額金

当期首残高 △296 58,645 7 39 58,691
当期変動額
新株の発行 ─ 46 ─ ─ 46
当期純利益 ─ 2,947 ─ ─ 2,947
剰余金の配当 ─ △3,314 ─ ─ △3,314
資本準備金からその他
資本剰余金への振替 ─ ─ ─ ─ ─
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） ─ ─ △1 △3 △4
当期変動額合計 ─ △321 △1 △3 △325
当期末残高 △296 58,324 6 36 58,366
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年４月13日
株式会社ベルシステム24ホールディングス
取締役会 御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 沢 直 靖
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 田 將 貴

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ベルシステム24ホールディングスの

2021年３月１日から2022年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算
書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際

会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ベルシステム24ホール
ディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基

準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際会計基準で求
められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国際
会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年４月13日
株式会社ベルシステム24ホールディングス
取締役会 御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 沢 直 靖
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 田 將 貴

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ベルシステム24ホールディング

スの2021年３月１日から2022年２月28日までの第８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年３月１日から2022年２月28日までの第８期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見により、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査役全員が出席して毎月定期的に監査役会を開催し、当社及び子会社各社の健全で持続

的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を取締役会と協働して確立することを監査の
基本方針としております。当該事業年度の監査計画、職務の分担等を定め、中期経営計画を支える主要施
策の取り組み状況の検証並びに企業集団における内部統制システム（財務報告に係る内部統制を含む）、
リスクマネジメント体制の構築・運用状況を重点監査項目として設定し、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等から職務の執行状況及び事業運営の状況について報告・説明
を受け、また、会計監査人から監査計画、四半期レビュー及び期末決算監査結果その他の職務の執行状況
について報告を受け、取締役等及び会計監査人に対して必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」、「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の

実施基準」に準拠し、監査計画、職務の分担等に従い、オンライン形式も併用しながら、取締役、財務統
括部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、内部統制委員会その他重要な会議にオンライン形式も
組み合わせて出席し、適宜意見を述べるとともに、代表取締役との定期会合において意見交換を行い、
取締役及び使用人等とのヒアリングの場において、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めたほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しまし
た。また、子会社については、取締役、監査役及び使用人等とオンライン形式も併用しながら意思疎通
及び情報の交換を図るとともに、国内の事業所に赴き、その業務及び財産の状況を調査し、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けるとともに、子会社監査役とは、グループ監査役連絡会を開催して情報
交換を図りました。また、社外取締役とも意思疎通の場を作り、当社の経営上の課題について定期的に
意見交換を行いました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会で定めた「内部統制システムに係る
監査の実施基準」に基づき、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、監視及び検証を行い、意見を表明しました。また、内部監査部門と定期的に会
合を設け、内部監査の実施状況と監査結果、内部統制に関する評価の報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。さらに、三様監査の連携を図り監査の実効性及び効率性を高めるため、常勤監査役、会計
監査人、内部監査部門長が出席する会合をオンライン形式で定期的に開催しそれぞれの監査状況につい
て共有と意見交換のうえ、協議を行い監査環境の整備に努めました。なお、金融商品取引法上の財務報
告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の状況につい
て報告を受け必要に応じて説明を求めました。
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③会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに監査結果の報告を受け、意見交
換を行いました。さらに常勤監査役等が適宜に会計監査人と意思疎通を図り、会計監査人が独立の立場
を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを会計監査人のオンライン形式による使用人への個別イ
ンタビューに同席する等、監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受ける他、「監査法人の組織
的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）への対応について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。それらをもとに会計監査人の監査の相当性・妥当性について評価を行い検証いた
しました。なお、監査上の主要な検討事項については、PwCあらた有限責任監査法人と協議を行うと
ともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算
書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。なお、財務報告に係る内部統制については本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不
備はない旨の報告を代表取締役及び会計監査人から受けております。監査役会としては、コーポレー
ト・ガバナンス強化の観点から、今後も企業集団として継続的な内部統制システムの整備、運用の高
度化への取り組みが必要であると考え、引き続きその状況の監視、検証を行ってまいります。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
なお、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（会社計算規則第131条

各号に掲げる事項）については、指摘すべき事項は認められません。
（３）連結計算書類の監査結果

会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
なお、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（会社計算規則第131条

各号に掲げる事項）については、指摘すべき事項は認められません。
2022年４月19日

株式会社ベルシステム24ホールディングス 監査役会
常勤監査役 濱口 聡子 印
社外監査役 渡邉 和紀 印
社外監査役 堀内 文隆 印

以 上
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監査役会の監査報告書補足説明資料
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより
企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良
質な企業統治体制を確立することを使命としております。
そこで当監査役会は、監査報告書「監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容」につ

き、より具体的に説明することにより、監査活動の透明性を図り、株主をはじめとするステー
クホルダーの皆様との対話の一助とすべく監査報告書の補足説明として以下のとおり報告いた
します。

１. 監査役の職務執行体制
当監査役会は、監査役３名（常勤監査役１名、非常勤社外監査役２名）に加え、監査役の
職務を補助するスタッフ１名にて監査役職務を遂行しております。

【監査役の役割分担】
常勤監査役は、日常の監査活動において高度な社内情報力を駆使し、企業集団の状況を把
握し、適宜社外監査役へ情報を共有しております。また、日常監査において発見された事項
について取締役・執行役員に対して適宜業務改善提言を行っております。
社外監査役は、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づき大所高所からの意見を取締
役会・監査役会において発言しております。
2022年２月期における監査役会は19回開催され、監査役は全ての監査役会へ全員出席し
ております。

2022年04月20日 13時24分 $FOLDER; 66ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 66 ―

２. 監査活動概況報告
監査活動は、業務監査と会計監査に大別され、法令・コンプライアンス遵守状況、リスク

マネジメント体制の整備・運用状況、内部統制の整備・運用状況、財務報告開示内容の適正
性、会計監査人の監査の相当性等を監視・検証しております。また、2022年２月期は前年度
に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により従来の監査活動は一部制限を受けました
が、各種会議への出席、役員・社員へのインタビュー・会計監査人との会合等において新た
にオンライン形式も併用しながら実施したことで、結果として監査活動に大きな支障を来た
すことはございませんでした。

【2022年２月期の主な監査活動】
① 業務監査
・取締役会への出席及び意見の表明
・重要会議（経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等）への出席及び意見
の表明
・重要な資料（重要な決裁資料、稟議書、契約書等）の閲覧と検証
・当社及び子会社の主要な事業所への往査及びオンライン形式による社員へのインタビュ
ー実施
・代表取締役及び執行役員、子会社取締役、執行役員との意見交換
・内部監査部門より内部監査計画及び監査結果の受領と意見交換
・各統制部門（財務統括部門、法務・コンプライアンス部門、人事部門、経営企画部門
等）からの報告聴取と意見交換

・各子会社監査役との意見交換

② 会計監査
・会計監査人より監査計画及び四半期レビュー報告・期末決算監査結果の受領と意見交換
・会計監査人による使用人へのインタビュー同席
・会計監査人選解任評価の実施
・会計監査人の監査報酬の検証
・三様監査（常勤監査役・会計監査人・内部監査部門）の三者での定期的会合の実施
・監査上の主要な検討事項についての協議と検証
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３. 重点監査項目と活動実績
2022年２月期は、中期経営計画の２年目にあたり、計画における主要なテーマに関する取

り組み状況を監視・検証するとともに、前述の「２、監査活動概況報告」に加え重点監査項
目として下記事項を定め活動いたしました。
① 中期経営計画を支える主要施策の取り組み状況
中期経営計画である「社員３万人の戦力最大化」「音声データ活用によるＤＸ推進」

「信頼と共創のパートナー成長」に対する取り組み状況について取締役、執行役員、社員
等へのインタビュー、現場往査において状況を確認いたしました。そこで監査上発見さ
れた事項については、代表取締役、担当役員等へ改善事項として提言を行うと同時に現
場における賞賛すべき取り組み事項が発見された場合は、取締役会へ報告し社外取締役
への共有を図りました。

② リスクマネジメント体制の整備・運用状況
経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等への出席、現場往査、内部監
査部門、各統制部門との情報共有等を通し、リスクマネジメント体制の整備・運用状況
について確認いたしました。リスクマネジメント体制整備のうえで重要な各現場におけ
る３ラインモデルの構築状況について監視・検証を行い、監査上発見された改善事項は
代表取締役、担当役員等へ提言を行いました。

③ 財務報告の適正性監査
当社の財務報告におけるリスクであるのれん減損評価について、通年に渡り代表取締

役、財務統括部門、会計監査人と協議を重ねてまいりました。2022年２月期は、子会社
である㈱ポッケにおいて同社の主たる事業であるコンテンツ事業不振による業績見通し
の低迷によりのれん減損損失を計上するに至りましたが、のれん減損評価の妥当性を確
保する内部統制の整備及び運用について財務統括部門から報告を聴取し、その妥当性を
検証するとともに、のれん減損評価に係る会計監査人の監査の相当性について検証並び
に意見交換を行いました。
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４. 2023年２月期 監査の実効性向上に向けた取り組み
当監査役会は、2022年２月期においても継続して監査役会実効性評価を実施し、その概要
は当社ウエブサイトに開示しております。2022年２月期の監査活動の振り返りと実効性の検
証並びに2023年２月期における監査活動の実効性向上に向けた取り組みについて監査役３名
で意見交換を行いました結果、2022年２月期の監査役会の監査活動は有効に機能していたと
結論付けました。
また、当監査役会は、2023年２月期において監査の網羅性・実効性を高めるため企業集団
内部統制の有効性検証のための監査体制、財務・非財務情報開示の有効性検証のための監査
体制、サステナビリティ対応の有効性検証のための監査体制を重点取り組み事項として努め
てまいります。
引き続き取締役会と協働で会社の監督機能の一翼を努め企業集団の健全で持続的な成長と
中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立してま
いる所存でございます。

以上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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トラストシティカンファレンス・神谷町
(トラストタワー２F）

城山ガーデン

アークヒルズ
仙石山森タワー

スウェーデン大使館

ホテルオークラ

神谷町MTビル

NHK放送博物館

天徳寺

東京
ワールドゲート

桜
田
通
り

神谷町駅

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
駅

株主総会会場ご案内図
＜住 所＞
東京都港区虎ノ門四丁目１番１号 神谷町トラストタワー２階
トラストシティ カンファレンス・神谷町

＜交通／周辺地図＞
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 直結
（メトロシティ神谷町（４a/４b方面）を経由、東京ワールドゲート連絡通路直結）

◎お願い
駐車場、駐輪場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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